
「受取書」のお取扱いについて 当金庫では、職員が訪問先で現金・通帳・証書・払戻請求書等をお預かりする際に、

必ず当金庫所定の「受取書」をお渡ししております。内容をご確認のうえ、お受け取りください。

詳しくはお近くのだいしん窓口または、

得意先担当者へ

0120-120-827
月〜金曜日　AM9:00〜PM5:00(土・日・祝日を除く)

支店

T E L

担当者

0.400.40%%

※新規の預入及び10万円以上増額継続の方に限ります

(募集総額に到達次第終了)

サマー定期プラス

適用金利

３年 0.700.70 %%

※新規預入の方に限ります

(当金庫定期預金からの預替はできません)

募集総額

(募集総額に到達次第終了)

50億円

適用金利

５年 0.750.75 %%

サマー定期

適用金利

１年

募集総額 30億円

 　令和7年7月8日(火)〜令和7年10月31日(金)   
夏の
定期預

金キャンペーン夏の
定期預

金キャンペーン第2弾第2弾

ご利用いただける方

 法人・個人(個人事業主含む) 

お預入金額

10万円以上1,000万円未満    

　　　　　　 　　 　　　   　（お一人様何口でもお預入いただけます）

好評につき期間延長！！



サマー定期       令和7年10月1日現在 

商品名 
サマー定期 

（スーパー定期、スーパー定期300） 

お取扱期間  令和7年7月8日（火）～ 令和7年10月31日（金） 

ご利用いただける方 法人、個人（個人事業主含む） 

お預入金額 
１０万円以上１，０００万円未満（１円単位） 

※新規のお預入および10万円以上増額継続の方に限ります。 

お預入期間 

 

・定型方式･･･１年 

・預入時の申し出により自動継続（元金継続、元利金継続）の取扱いができます。 

適用金利 

・固定金利 

 １年 ０．４０％ 

※満期継続後の金利は、継続日時点の店頭表示金利が適用されます。 

※満期日以後に一括して支払います。 
※お受け取りになる利息等には、復興特別所得税が課税されますので、20.315％（国税

15.315%、地方税5％）の税金がかかります。法人の場合は総合課税がかかります。 

付加できる特約事項 

・自動継続扱いのものは、「総合口座」通帳にセットすることができます。 

  （貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率） 

・マル優の取扱いができます。 

中途解約時の取扱い 

・満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日 

の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。 

 なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。 

その他参考となる事項 
・この定期預金は、預金保険制度の対象商品です。 

・店頭に商品概要説明書をご用意しております。 

サマー定期プラス    令和 7年10月1日現在 

商品名 
サマー定期プラス 

（スーパー定期、スーパー定期300） 

お取扱期間  令和7年7月8日（火）～ 令和7年10月31日（金） 

ご利用いただける方 法人、個人（個人事業主含む） 

お預入金額 
１０万円以上１，０００万円未満（１円単位） 

※新規のお預入の方に限ります。 

お預入期間 

 

・定型方式･･･３年、５年 

・預入時の申し出により自動継続（元金継続、元利金継続）の取扱いができます。 

適用金利 

・固定金利 

 ３年 ０．７０％、５年 ０．７５％ 

※満期継続後の金利は、継続日時点の店頭表示金利が適用されます。 

※預入期間２年以上のものは中間利払日（預入日から満期日の１年前の応当日までの間 

 に到来する預入日の１年毎の応当日）以後および満期日以後に分割して支払います。 

なお、中間利払日に支払う利息は預入日または前回の中間利払日からその中間利払日 

の前日までの日数および中間利払利率（約定利率×70％）により計算します。 

※お受け取りになる利息等には、復興特別所得税が課税されますので、20.315％（国税

15.315%、地方税5％）の税金がかかります。法人の場合は総合課税がかかります。 

付加できる特約事項 

・自動継続扱いのものは、「総合口座」通帳にセットすることができます。 

  （貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率） 

・マル優の取扱いができます。 

中途解約時の取扱い 

・満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日 

の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。 

 なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。 

その他参考となる事項 
・この定期預金は、預金保険制度の対象商品です。 

・店頭に商品概要説明書をご用意しております。 

  

 


